
富良野市文化振興基金補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、富良野市文化振興基金条例施行規則（平成 28年規則第 47号）の規定

に基づき、市民の芸術文化意識の向上と地域の芸術文化振興に寄与することを目的とした

事業に対し、富良野市文化振興基金補助金を交付することに関し、市費補助金交付規則（昭

和 62年規則第 23号）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 芸術文化育成のための大会派遣事業 

ア芸術文化競技大会参加者派遣事業 

  （ア）全道大会派遣事業 

  （イ）全国大会派遣事業 

  （ウ）国際大会派遣事業 

(2) その他条例の目的に適合する事業 

２ 前項の大会等の範囲は別表１のとおりとする。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次に掲げるものとする。 

(1)原則、市内在住かつ市内の学校に所属する小中高生の団体（個人）で全道・全国及び海

外派遣する者 

 (2)指導者（引率者）の派遣は２名以内とする 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、事業に要する補助対象経費総額の１０分の７以内とし予算の範囲内

で補助する。 

 (1) 事業に要する補助対象経費は別表２のとおりとする 

 (2) 補助率及び補助金の額は、別表３のとおりとする 

 (3) 補助対象事業は、第２条各号の同一事業に対して１年限りとする。ただし、特に必要

と認めた事業については、条件を付して継続することができる。 

（計画の変更） 

第５条 申請者は、申請事項に変更が生じたとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようと

するときは、その旨を速やかに届けなければならない。 

（補助金交付決定） 

第６条 市長は補助金交付申請があった場合、その内容を審査し、適当と認める場合は、交

付決定を行うものとする、この場合において、市長は、補助の目的を達成するため必要に

応じて条件を付することができる。 

（補助事業実績報告） 

第７条 補助の決定を受けたものは、事業終了後は、速やかに補助事業実績報告書を市長に

提出するものとする。 

２ 市長は、実績報告書を受理後、必要に応じて事業の調査等を行うことができるものとす

る。 

（その他） 

第８条 富良野市文化振興基金補助金交付に関する事務は、市民生活部コミュニティ推進課

において行う。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、別に定める。 

  

附 則 

この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

別表１ 

【大会等の範囲】 

全道大会 支部予選又は管内地区予選を勝ち上がり、全国大会等へつながる大会 

全国大会 全道大会を勝ち上がって出場する大会 

国際大会 北海道又は日本代表として出場する大会 

※選抜選考会等は除く 

 

 

別表２ 

【補助対象経費】 

全道大会 大会参加料・交通費・宿泊費・旅行傷害保険料 

全国大会 大会参加料・交通費・宿泊費・旅行傷害保険料 

国際大会 大会参加料・交通費・宿泊費・旅行傷害保険料 

※鉄道賃及び航空賃は富良野市職員の旅費規程に準じるものとする。 

・航空賃の額は原則、往復割引運賃とする。ただし、やむを得ない理由により普通運賃によ

る場合は、理由書を添付しなければならない。 

・旅行業者等による航空賃と宿泊料とセット料金となっており、その料金が経済的と認めら

れる場合は、当該料金を補助対象とする。 

・宿泊は大会の日程上、富良野市を午前 7 時以前に出発する場合又は午後 10 時以後に帰着

することとなる場合に限り、前泊又は後泊を認めるものとする。派遣地での観光等のため

の交通費や宿泊料は原則、補助対象外とする。 

・宿泊料は、富良野市職員の旅費に関する条例に定める宿泊料を上限とする。 

（補助対象外経費） 

・食費、手数料、雑費、空港使用料、出入国税等は補助対象外とする。 

・大会主催者側又は団体（個人）が加盟している芸術文化団体より交通費等の支給される場

合は、補助対象経費から控除するものとする。ただし、餞別等の祝金等の場合はこの限り

ではない。 

 

 

 

別表３ 

【補助率】 

全道大会（道内） ３／１０以内 

全国大会（道外） ７／１０以内 

国際大会（海外） ７／１０以内 

【補助金の申請及び交付回数】 

補助金の申請及び交付回数については、市費補助金交付規則（昭和 62 年規則第 23 号）に

よる。 

【補助交付額】 

 補助金の額が１万円に満たない場合は、不交付とする。 

 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。 

 


